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第２次安城市環境基本計画について
１．計画策定状況
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令和元年度 令和２年度

基礎調査

基本施策の検討

骨子案作成

推進方法の検討

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ

計画書作成

素案の作成

骨子案審議骨子案審議
（2/25）

基本施策等審議基本施策等審議
（6/26）

ﾊﾟﾌﾞｺﾒ案審議
（11月）

計画策定の答申
（2月）

環境審議会

資料１



【基本目標】

（安城市環境基本条例第8条）

【基盤的目標】
（安城市環境基本条例第３条第２項より）

【理想とするまち】

環境負荷が少なく、人と自然が共生しているまち

生活環境保全

大気、水等が良好な状態にあること

（１）人の健康が保護され、及び生活環境
が保全され、並びに自然環境が適正に
保全されるよう、大気、水、土壌等が
良好な状態に保持されるまち

自然・都市共生

農地、水辺地等の自然環境が保たれ
る適正な土地利⽤を⾏っていること

（２）生物の多様性の確保が図られるとと
もに、農地、水辺地等における多様な
自然環境が地域の自然的社会的条件に
応じて体系的に保全されるまち

（３）人と自然との豊か触れ合いが保たれ
るとともに、地域の歴史的文化的特性
を生かした快適な環境が創造されるま
ち

資源循環

廃棄物の減量、再利⽤、処理を適正
に⾏っていること

（４）廃棄物の減量及び適正処理が進めら
れ、資源の循環的な利⽤が促進される
とともに、エネルギーの有効利⽤が図
られるまち

環境学習・環境⾏動

市⺠、事業者、⾏政が皆主体的に単独または協働で⾏動していること

環境の保全及び創造が、市、事業者及び市⺠それぞれの責務
に応じた公平な役割分担及びこれらの者の協働のもとに、自主
的かつ積極的に⾏われるまち

地球温暖化対策

二酸化炭素等温室効果ガス排出量
が少ない社会構造であること

（５）地球の温暖化防止、オゾン層の保護
等の地球環境保全に貢献するまち

計画の柱計画の柱
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第２次安城市環境基本計画について
２．計画骨子
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【目的】
人が安心して生活するため

【状態】

大気・水等が良好な状態にあ
ること

生活環境保全

環境学習・環境行動

【目的】
4つの計画の柱を推進する環境保全意識を高めるため
【状態】

市民、事業者、行政が皆主体的に単独または協働で行
動していること

【目的】
良好な自然環境を保つため

【状態】

農地・水辺地等の自然環境が
保たれる適正な土地利用を行っ
ていること

自然・都市共生

【目的】

限りある資源を大切にするた
め
【状態】

廃棄物の減量、再利用、処理
を適正に行っていること

地球温暖化対策

【目的】

地球温暖化を緩和させるため
【状態】

二酸化炭素等温室効果ガス排
出量が少ない社会構造であるこ
と

【指標】
・大気の環境基準達成率 100%
・水質の環境基準達成率 100%
・道路騒音の要請限度達成率 100%
・ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類の環境基準達成率 100%

【指標】
・1人1日あたりのごみ排出量
⇒ 減らす
・最終処分量 ⇒ 減らす

【指標】
・温室効果ガス排出量
⇒ 減らす

騒音・振動・悪臭等を防
止する

水環境を良くする

きれいな空気を保つ 農地・水辺地を守る

樹木・草花を生み出す

ごみの発生を抑制する

リサイクル（再資源化）
を推進する

環境負荷の少ない、人と自然が共生しているまち

化石燃料から作る電気・
ガス使用量を減らす

ガソリン使用量を減らす

資源循環

適正なごみ処理を行う

広報・啓発を行う

環境学習事業を行う

支援・助成を行う

第２次安城市環境基本計画の基本施策について
３．計画体系図（案）

【指標】
・都市公園の面積 ⇒ 増やす
・多面的機能活動対象農用地面積
率 ⇒ 増やす
・多自然川づくり整備延長
⇒ 増やす



生活環境保全
【目的】

人が安心して生活する
ため
【状態】

大気・水等が良好な状
態にあること

・市内の大気・水等を汚
さない。（環境基準の
達成）

・騒音等を防止する。

【現状】
・油ヶ淵の水質を除き、市内の大気、水は環境基準を（騒音は要請限度を）

満足する状態が続いている。
・公害苦情は、変動はあるものの年間約150件が寄せられている。
・明治⽤水の水源地との交流事業が継続されている。
・市⺠が道路や河川などの公共施設の美化活動を⾏うアダプト・プログラム

には、平成30年度末で55団体が登録され、環境美化活動を実施している。

①きれいな空気を保つ
・環境保全協定の勧奨
②水環境を良くする
・環境監視（水質）
・下水道への接続
③騒音・振動・悪臭等を防止する
・環境監視（自動⾞騒音、振動等）

必要な取り組み 施策と事業（例）
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第２次安城市環境基本計画の基本施策について
１．計画の柱︓生活環境保全



自然・都市共生
【目的】

良好な自然環境を保つ
ため
【状態】

農地・水辺地等の自然
環境が保たれる適正な土
地利⽤を⾏っていること

・緑地でもある農地の面
積を、可能な限り残す。

・植物の生育・生息環境
を適正な状態に維持す
る。

・生物の生育・生息環境
と人の暮らしとのバラ
ンスを保つ。

【現状】
・農地には、作物を生産するだけでなく、生物のすみかや気候緩和な

ど様々な機能がある。
・本市は市街化が進んでおり、農地は減少傾向にあるものの、宅地よ

り農地面積が多い状態にある。
・市⺠アンケートでは、安城市の優れている点として、まちの景観や

緑の豊かさが多く挙げられている。

①農地・水辺地を守る
・公園や緑地、道路植栽等の適正な

管理
・多自然型護岸の適正管理
・自然と親しむ機会の提供
②樹木・草花を生み出す
・⺠有地の緑化推進

必要な取り組み 施策と事業（例）
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第２次安城市環境基本計画の基本施策について
２．計画の柱︓自然・都市共生



資源循環

【目的】
限りある資源を大切に

するため
【状態】

廃棄物の減量、再利⽤、
処理を適正に⾏っている
こと

・４Rを徹底し、廃棄物
の排出量を減らす。

・適正処理を徹底し、最
終処分量を減らす。

【現状】
・ごみの排出総量は一旦大きく減少した後、人口が増加するなかその水準を保っ

ており、近年はさらに減少している。
・市⺠アンケートによれば、ごみ分別や⾷品ロスに関する取り組みが実⾏されて

いる。生ごみの処理は、実⾏している人が多いとはいえない。
・資源ごみは、ごみステーションや地域の集団資源回収の他、総合リサイクルス

テーション（エコらんど）及び市内６か所のリサイクルステーションで回収し
ているが、リサイクル率は低下傾向にある。

①ごみの発生を抑制する
・ものを手に入れない（refuse）
・不要なものをつくらない

（reduce）
・ものを何度も使う（reuse）
・⾷品ロス削減
・生ごみ処理の普及
②リサイクル（再資源化）を推進す

る
・不要になったら形を変えて使う

（recycle）
・資源化の促進
③適正なごみ処理を⾏う
・家庭、事業者の適正な分別処理
・ごみ分別の徹底（産廃混入抑制）

必要な取り組み

施策と事業（例）
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第２次安城市環境基本計画の基本施策について
３．計画の柱︓資源循環



地球温暖化対策

【目的】
地球温暖化を緩和させ

るため
【状態】

二酸化炭素等温室効果
ガス排出量が少ない社会
構造であること

・化⽯燃料の使⽤を控え
て温室効果ガス排出量
を減らす。（化⽯燃料
由来の光熱費を減ら
す。）

・化⽯燃料以外のエネル
ギー利⽤を進める。

【現状】
・安城市の温室効果ガス排出量は、部門別では産業部門が最も多い。総排出

量は基準年（2013年度）から一旦減少した後2016年度は基準年度と同程
度まで戻ってしまった。

・住宅への省エネ設備や、太陽光発電設備の導入率が向上している。
・コミュニティバスとしてあんくるバス・あんくるタクシーを運⾏している。
・市内の自動⾞保有台数が増加するなか、次世代自動⾞の普及も進んでいる。
・第２次エコサイクルシティ計画に基づき自転⾞の利⽤促進を図り、環境に

やさしいまちづくりを進めている。

①化⽯燃料から作る電気・ガス使⽤
量を減らす

・スマートハウス普及促進補助⾦
・省エネ機器、⾼効率化設備の普及
・再生可能エネルギー利⽤促進
②ガソリン使⽤量を減らす
・自動⾞に依存しすぎない移動手段

の普及
・次世代自動⾞の普及
・自動⾞輸送の効率化

必要な取り組み

施策と事業（例）
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第２次安城市環境基本計画の基本施策について
４．計画の柱︓地球温暖化対策



環境学習・環境⾏動
【目的】

4つの計画の柱を推進
する環境保全意識を⾼め
るため
【状態】

市⺠、事業者、⾏政が
皆主体的に単独または協
働で⾏動していること

【現状】
・保育園・幼稚園、児童センター、小学校等で子どもに対する環境学

習を実施している。
・本市は製造業が盛んで、環境配慮型製品を製造していることで環境

保全に貢献している事業者もある。

・環境の現状や、必要な
⾏動を学ぶ機会を提供
する。

・相互に学び、⾏動に移
す機会を支援する。

・市⺠・事業者の取組を
支援する。

必要な取り組み

①広報・啓発を⾏う
・広報活動
②環境学習事業を⾏う
・環境学習の実施
・人材の育成
・環境学習の場の提供
③支援・助成を⾏う

施策と事業（例）
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第２次安城市環境基本計画の基本施策について
５．計画の柱︓環境学習・環境⾏動



第2次安城市環境基本計画骨子（SDGs反映）

【基本方針】

（安城市環境基本条例第8条）

【基盤的目標】
（安城市環境基本条例第３条第２項より）

【理想とするまち】

環境負荷が少なく、人と自然が共生しているまち

生活環境保全

大気、水等が良好な状態にあること

（１）人の健康が保護され、及び生活環
境が保全され、並びに自然環境が適
正に保全されるよう、大気、水、土
壌等が良好な状態に保持されるまち

自然・都市共生

農地、水辺地等の自然環境が保たれる
適正な土地利⽤を⾏っていること

（２）生物の多様性の確保が図られるとと
もに、農地、水辺地等における多様な
自然環境が地域の自然的社会的条件に
応じて体系的に保全されるまち

（３）人と自然との豊か触れ合いが保たれ
るとともに、地域の歴史的文化的特性
を生かした快適な環境が創造されるま
ち

資源循環

廃棄物の減量、再利⽤、処理を適正
に⾏っていること

（４）廃棄物の減量及び適正処理が進めら
れ、資源の循環的な利⽤が促進される
とともに、エネルギーの有効利⽤が図
られるまち

環境学習・環境⾏動

市⺠、事業者、⾏政が皆主体的に単独または協働で⾏動していること

環境の保全及び創造が、市、事業者及び市⺠それぞれの責務に
応じた公平な役割分担及びこれらの者の協働のもとに、自主的
かつ積極的に⾏われるまち

地球温暖化対策

二酸化炭素等温室効果ガス排出量が
少ない社会構造であること

（５）地球の温暖化防止、オゾン層の保護
等の地球環境保全に貢献するまち

計画の柱計画の柱
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アクションプラン
（環境事業をまとめたもの）

第１次
計画

第２次
計画

第２次安城市環境基本計画の進捗管理方法について
●アクションプランによる推進
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生活環境保全

環境学習・環境行動

自然・都市共生

地球温暖化対策

資源循環

騒音・振動・悪臭等を
防止する

水環境を良くする

きれいな空気を保つ

農地・水辺地を守る

樹木・草花を生み出す

ごみの発生を抑制する

リサイクル（再資源
化）を推進する

化石燃料から作る電気・ガ
ス使用量を減らす

ガソリン使用量を減らす

施策

単年度での事業内
容の公表

事業実施結果の報告

（環境報告書の作
成）

アクションプラン

毎年度実施

個別事業

個別事業

個別事業

個別事業

個別事業

個別事業

個別事業

個別事業

個別事業

個別事業

個別事業

適正なごみ処理を行う

広報・啓発を行う

環境学習事業を行う

支援・助成を行う

個別事業

個別事業

第２次安城市環境基本計画の進捗管理方法について
●アクションプランによる推進
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業務内容
令和2年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

策定スケジュール

基本施策の検討 ● ● ●
施策方策の検討
（数値目標等の検討） ● ● ●
ヒアリング
（庁内・団体） ● ● ● ●

素案の作成 ● ● ● ● ●
パブリックコメント ● ●
計画書の作成 ● ● ●

会議等
環境審議会 ① ② ③
庁内策定作業部会 ● ● ● ●
庁内幹部会 ●
議会 ●

第１回議題(案)第１回議題(案)
・基本施策

第２回議題(案)第２回議題(案)
・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ案

第３回議題(

・答申

第３回議題(案)
・ﾊﾟﾌﾞｺﾒ回答承認
・答申

今後のスケジュール



安城市環境都市推進課環境政策係

〒446-8501 安城市桜町18-23

電話 0566-71-2280

ＦＡX 0566-76-1112

メール kankyo@city.anjo.lg.jp

※ 令和2年度第1回安城市環境審議会
の内容について、ご意⾒ある方は、
7月中旬を目処にご連絡ください。

13


